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１ 公募の趣旨・目的 

  松本市では、松本市竜島温泉施設（以下「施設」という。）の管理運営を効果的かつ効

率的に行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び松

本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１５年条例第４６号。以下

「手続条例」という。）第３条及び松本市竜島温泉施設条例（平成２２年条例第８号）第

１４条の規定により、施設の管理運営業務を行う指定管理者の募集を行います。 

 

２ 特記事項 

 ⑴ 現在、施設の管理運営に従事する職員で、今後も継続して勤務を希望する職員につ

いては、事業の安定性及び継続性を図る観点から、なるべく継続して雇用していただ

きますようお願いします。 

⑵ 市に支払う納付金について 

   指定管理者は市へ次のとおり納付金を納入することとします。納付額は収益（自主

事業を除く）の２分の１以上とします。納付額の割合を申請書別紙２「９ 特記事項

への対応」欄へ記載することとし、審査内容の一部となります。 

 ⑶ 木質チップボイラーの維持管理に関する業務及び経費の支出 

   木質チップボイラーの維持管理（保守点検）に関する業務及び経費については、指

定管理者の負担とします。突発的に発生する破損等、修繕費に関しては、リスク分担

表によるものとします。 

 

３ 施設の概要 

 ⑴ 名称 松本市竜島温泉施設 

 ⑵ 所在地 松本市波田３４５２番地 

 ⑶ 開設年月 温泉入浴施設 ：平成１２年５月 

         温泉自動販売機：平成 ９年４月 

 ⑷ 施設内容 

  ア 構造   木造平屋建 

ア 敷地面積 １３，３８１.４１㎡ 

  イ 延床面積    ７３５.４１㎡（建築面積） 

  ウ 内容  ≪せせらぎの湯≫（温泉入浴施設）  

１階浴室（露天付）各２、脱衣室、トイレ、湯沸室  

無料休憩室４８畳（２４畳、１６畳、８畳）  

マッサージ室（４畳）、事務室、機械室  

≪交流館≫  

有料休憩室４４畳（１０畳２間、８畳３間） 

食事処、厨房、売店、自動販売機コーナー、湯沸室、トイレ、管理  

人休憩室、倉庫  
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≪温泉揚湯施設≫（温泉スタンド）  

掘削深   １３３６.５ｍ  

孔径    １１４ｍｍ～１６５ｍｍ  

管材    ＳＴＰ管（ガス管） 

ポンプ深度 ４８１ｍ 

  エ 温泉 

   (ｱ) 泉温  摂氏４０.３度 

   (ｲ) 泉質  アルカリ性（ほとんど無色透明、微苦味、微硫黄味） 

   (ｳ) 適応性 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、 

うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、 

健康増進 

 ⑸ 利用状況 

  令和５年度 令和６年度 令和７年度 

せせらぎの湯 人数 53,740 54,754 56,676 

金額 25,379,120 28,759,820 28,992,190 

交流館 金額 0 0 0 

温泉自動販売機 金額 67,255 220,320 151,780 

   ※上記は自主事業（売店等）を除く 

 ⑹ 収支実績 

   収入 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

利用料金収入 25,446,345 28,980,140 29,143,970 

人件費の上昇に伴う補填 0 1,652,830 0 

収入合計 25,446,345 30,632,970 29,143,970 

   支出 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

人件費 6,400,162 7,955,321 7,754,118 

物件費 23,051,630 26,751,983 24,188,874 

その他雑費 19,255 20,640 20,960 

支出合計 29,471,047 34,727,944 31,963,952 

   ※上記は自主事業（売店等）を除く 

 

４ 施設の設置目的及び管理運営方針 

 ⑴ 施設の設置目的 

   市民等の福祉の増進と観光事業の振興 

 ⑵ 管理運営方針 

   指定管理者は次に掲げる項目に従い、指定管理対象施設の管理業務を適正に行って  

ください。  
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ア 松本市竜島温泉施設条例並びに同条例施行規則等に基づく管理運営  

イ 指定管理対象施設の設置目的に基づく管理運営  

ウ 公の施設としての役割を十分に認識した公平な管理運営（特定のものに有利、あ

るいは不利になる運営の排除） 

エ 多様化する住民、顧客ニーズに効果的・効率的に対応し、創意工夫のうえ、質の

高いサービスの提供、利用者へのサービスの向上を行いながら、収支の均衡がとれ

た管理運営 

オ 利用者、地域住民及び観光団体等と良好な関係維持 

 

５ 業務の内容 

 ⑴ 指定管理者が行う業務 

   指定管理者が行う業務は、次のとおりです。詳細は、仕様書によります。 

  ア 施設利用の許可に関する業務 

  イ 利用料金の徴収、減免、還付及び経費の支払いに関する業務 

  ウ 施設設備の維持管理に関する業務 

  エ 宣伝広告等に関する業務 

  オ 自主事業の企画及び実施に関する業務 

  カ その他の業務 

 ⑵ 業務の委託 

   業務内容の全部又はその主たる業務を第三者に委託し、又は請け負わせることはで

きません（管理運営上、委託を行う業務については、下記 10⑵イの事業計画書にその

旨を記載するとともに、収支予算書に必要な委託料の計上をしてください。）。 

 ⑶ 自主事業に関する留意事項 

  ア 「自主事業」とは、施設の設置目的を達成するため、管理業務の遂行を妨げない

範囲において、指定管理者の責任と費用負担により企画実施する事業をいいます。 

  イ 市は、施設の価値向上等の観点から、自主事業の提案を積極的に求めており、そ

の有無及び内容について選定時の評価に勘案することとしています。 

  ウ 自主事業を実施する場合は、申請にあたって自主事業計画書を提出してください。

提案された自主事業の可否については、市と協定を締結する際に、改めて協議する

こととします。なお、提案された自主事業が認められない場合に申請自体を辞退す

るおそれがある場合は、必ずその旨を事業計画書に明示してください。 

  エ 指定管理者が自主事業を実施するときは、市に対して詳細な自主事業計画書を年

度ごと提出し、事前に市の承認を受けることとします。 

   

６ 指定期間 

 ⑴ 令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間を予定しています（松本

市議会での議決により確定します。）。 

⑵ 手続条例第６条第１項の規定により、指定管理者が市の指示に従わないとき、又は
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当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるときは、市は、

その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる場

合があります。 

   

７ 管理の基準 

  指定管理者は、次の基準に従い松本市竜島温泉施設の管理運営業務を実施するものと

します。 

なお、管理の基準の詳細は、市と指定管理者が締結する協定及び仕様書で定めるもの

とします。 

 ⑴ 開館時間及び休館日 

区分 休館日 使用時間 

温泉入浴施設 １ 月曜日（月曜日が国民の祝日に関す

る法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規

定する休日（以下「休日」という。）にあ

たるときは、当該日以後の休日にあたら

ない最初の日） 

２ 12 月 31 日及び翌年の 1 月 1 日 

午前 10 時から午後 10 時ま

で（交流館休憩室は午前 10

時から午後 9 時まで） 

温泉自動販売機 無 4 月から 10

月まで 

午前 7時から

午後 8時まで 

11 月から 3

月まで 

午前 7時から

午後 6時まで 

  ※指定管理者は、必要があるときは、あらかじめ市の承認を受けて臨時に開館及び休

館をし、又は開館時間を変更することができます。 

 ⑵ 法令の遵守 

   次の関連する法令を遵守し、適正な管理運営に努めてください。 

ア 地方自治法、同施行令 

イ 松本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例、同施行規則 

ウ 松本市竜島温泉施設条例、同施行規則 

エ 労働基準法、同施行規則、最低賃金法及び労働安全衛生法 

オ 松本市情報公開条例、同施行規則 

  カ 松本市個人情報保護条例、同施行規則 

  キ 松本市行政手続条例 

  ク その他関係法令 

 ⑶ 情報の適正管理 

   指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び松本市

個人情報保護条例（令和 4 年条例第 38 号）の規定に基づき、本業務の実施に関して知

り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故の防止その他個人情報の適正な管理

のために必要な措置を講ずることとします。 
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 ⑷ 情報公開 

   指定管理者は松本市情報公開条例（平成 13 年条例第 72 号）の規定に基づき、当該

施設の管理運営について情報公開請求がなされたときは、これに協力することとしま

す。 

 ⑸ 環境への配慮 

指定管理者は、地球温暖化防止その他環境配慮及び環境保全に取り組むよう努める

こととします。 

 

８ 管理運営に要する経費 

 ⑴ 使用料等の帰属 

  ア 施設の利用料金については、指定管理者の収入とします。 

  イ 自主事業の収入等は、指定管理者の収入になります（自主事業の実施に係る経費

は、指定管理料からの支出はできません。当該事業から得られる収入により賄うこ

ととします。）。 

 ⑵ 市が支払う委託料の額 

   松本市竜島温泉施設は独立採算方式を採用しているため、管理運営費は利用料金収 

入で賄うこととします。 

 ⑶ 賃金水準の変動への対応 

賃金水準の変動に対応する賃金スライド制度を導入しています。 

指定管理料の人件費（指定期間１年目は、本市が指定管理料の上限額を算定した際

に用いた人件費。２年目以降は前年の増減反映後の人件費の額）に、本市職員の人件

費変動率を乗じて、年度ごとの見直し額を算出し、一定以上の変動（対象人件費の１％

は指定管理者負担とし、それ以上の変動）が見られた場合に、当年度の指定管理料に

おいて、それに対応した増減を反映します。独立採算制の施設については、増額時は

指定管理料として支払い、減額時は納付金として納付を求める等により実施します（具

体的な方法は、本市との協議により決定します。）。 

   増減反映後の増額分については、制度の趣旨を踏まえ、対象となる職員の人件費（賃

金改善）に充てるものとします。なお、職員への支払時期や方法等、実務上の取扱いに

ついては、指定管理者の裁量によるものとします。ただし、人件費（賃金改善）への充

当が確認されない場合、改善指導の対象となることがあります。 

   制度の詳細については、市ホームページで公開している「指定管理者制度における

「賃金スライド制度」の手引き」を確認してください。 

 ⑷ 会計年度 

   指定管理対象施設の管理運営に係る会計年度は、４月１日から翌年の３月３１日ま

でとします。 

 ⑸ 会計処理の独立と管理口座 

   本施設の管理運営に係る会計処理は、指定管理者の他の事業と区別し、専用の口座

で管理してください。 
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９ 応募資格 

 ⑴ 法人その他の団体（以下「団体等」という。）であること。個人での申請はできませ

ん。 

 ⑵ 団体等又はその代表者が次のいずれかに該当しないこと。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に規

定する一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ない者 

  イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定に

より本市における一般競争入札等の参加を制限されている者 

  ウ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがあ

る者 

  エ 本市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続きを妨げた者又

は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

  オ 法人にあっては当該法人の、法人以外の者にあってはその代表者の市税又は国税

に滞納がある者 

  カ 松本市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 3 号）第２条に掲げる暴力団又は暴力団

員及びそれらの利益となる活動を行う者 

 ⑶ 複数の団体等による申請 

   管理運営業務を効果的かつ効率的に行うために必要がある場合は、複数の団体が共

同して（以下「共同体」という。）申請することができます。この場合において、次に

掲げる事項に留意してください。 

  ア 共同体の構成団体を特定し、共同体の名称及び共同体内で代表となる団体等及び

共同体の代表者等を定めること。 

なお、指定期間中の構成団体の変更等は、原則として認めません。 

  イ 共同体の結成に当たっては、共同体結成に係る協定書又はこれに相当する書類を作

成すること。 

  ウ 単独で申請した団体等は、共同体の構成団体として申請することができないこと。 

  エ 一つの団体等は、複数の共同体において、同時に構成団体になることができない

こと。 

 ⑷ 失格 

   申請者が次の要件に該当する場合は、失格とします。 

  ア 募集要項に定めた資格・要件が備わっていないとき。 

  イ 収支計画書において、指定管理料が市の提示する上限額を上回るとき。 

  ウ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

  エ 松本市公の施設指定管理者選定審議会委員、本件業務に従事する本市職員及び本

件関係者に対し、本件応募について個別に接触したとき。 

  オ 指定管理者としての適性審査において、適性と認められないとき（指定管理者選

定審査項目のⅠ一次評価（書類審査）１適否審査に掲げる７項目のうち一つでも否
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があるとき）。 

 

10 応募方法 

 ⑴ 募集要項の配布 

募集要項・提出書類の編集可能な電子データについては、松本市のホームページに

掲載しています（窓口にも閲覧用に１部設置しています）。 

⑵ 提出書類 

次の書類について電子データ（PDF 形式）を提出してください。 

なお、電子データの確認後、原本確認等のために改めて紙媒体により提出していた

だく場合があります。 

  ア 松本市公の施設の指定管理者の指定申請書（様式第１号） 

  イ 松本市公の施設事業計画書（様式第２号）（別紙２） 

  ウ 自主事業を実施する場合は、自主事業計画書及び自主事業予算書 

  エ 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

  オ 指定申請書を提出する日の属する事業年度（以下「申請年度」という。）の申請団

体の収支予算書及び事業計画書 

カ 申請年度前の過去 3 年度分の申請団体の財務諸表又は決算報告書及び事業報告書 

  キ 法人にあっては登記事項証明書【現在事項全部証明書】 

  ク 納税証明書（法人においては法人もの。法人以外の団体においては団体の代表者

のもの） 

   (ｱ)  所轄税務署発行の納税証明書（法人税又は申告所得税並びに消費税及び地方

消費税。未納の税額がないことの証明） 

   (ｲ)  松本市発行の市税完納証明書（市税が課税されている場合に、市税を滞納して

いない証明） 

  ケ 当該施設の指定管理期間における収支予算書 

  コ 労働条件調査票（別紙３） 

  サ その他市長が特に必要と認める書類 

   (ｱ) 地縁による団体の場合：地方自治法２６０条の２第１２項の証明書など 

      その他の非法人の場合：団体の規約、構成員名簿など 

   (ｲ) 団体又はその代表者が法律行為を行う能力を有しない者などの事由に該当し

ないことの申立書（別紙４参照） 

   (ｳ) 共同体による申請の場合にあっては、次の書類：共同体構成届出書（別紙５）

及び共同体結成協定書又はこれに相当する書類（写し）を提出してください。 

       また、前記エからクについては、構成団体ごとに提出してください。 

  シ 前記の提出書類のうち、該当しないものがある場合は、該当のない提出書類の名

称と該当のない理由を記載した書類（任意様式）を提出してください。 

 ⑶ 説明会 

   施設の概要、管理業務の内容、応募方法等について、次のとおり説明会を開催しま
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す。出席の場合は申し込みが必要です。 

  ア 日時 令和８年７月１３日（月）午後３時から 

  イ 場所 竜島温泉施設 

  ウ 申込方法 令和８年７月８日（水）までに、電話、電子メールにより、松本市文

化観光部観光ブランド課担当秋山まで、「団体等の名称」「代表者」「参加

人数」を明示してお申込みください。 

  エ 申込先  電話：0263-34-8307、Ｅメール：kankou@city.matsumoto.lg.jp 

 ⑷ 募集要項に関する質問及び回答 

   募集要項に関する質問を次のとおり受け付けます。 

  ア 受付期間 令和８年７月１７日（金）から令和８年７月２７日（月）まで 

  イ 受付方法 別紙６の様式に必要事項を記載の上、電子メールで送付してください。

（送付先は、前記説明会と同じ）。 

  ウ 回答方法 期間中受付をした全質問に対する回答を電子メールにて送付します。

また、市ホームページへ掲載します。なお、質問者名は公表しません。 

         回答日：令和８年８月３日（月） 

⑸ 申請書類の提出 

 ア 提出方法 

(ｱ) 電子データ（PDF 形式）により提出してください。 

(ｲ) 事前（令和８年８月１３日まで）に、募集要項末尾に記載の担当宛に松本市フ

ァイル交換システムのファイルアップロード URL を請求してください。 

(ｴ) ファイルアップロード後、必ず電話で到着確認をしてください。 

(ｵ) 他の提出方法を希望する場合は、事前に担当宛に確認してください。 

  イ 受付期限 令和８年８月１９日（水）正午まで 

  ウ 提出先（URL 請求先） kankou@city.matsumoto.lg.jp  

  エ その他  

(ｱ) 受付期限後の申請書類に関する変更及び追加は、原則認めません。 

(ｲ) 申請書類の内容について、面接により聴取りを行う場合があります。 

   (ｳ) 必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。 

⑹ 申請書類の取扱い 

  ア 申請書類の著作権 

    本市が提示する設計図書等の著作権は、松本市に帰属し、応募者の提出する書類

の著作権は、応募者に帰属します。ただし、指定管理者に選定された申請団体の提

出書類については、市が指定管理者制度導入による本施設の管理運営内容の公表及

びその他必要と認める場合には、その一部又は全部を自由にかつ無償で使用できる

ものとします。 

  イ 情報公開等 

    申請者の名称や提案書類の概要等は、公平な審議を行うため審議会終了後に公開

します。申請書類は、松本市情報公開条例に基づき公開することがあります。 
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11 指定管理者の候補の選定 

 ⑴ 選定の基準 

ア 事業計画書の内容が、住民の平等利用を確保することができるものであること。 

  イ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係

る経費の削減が図られるものであること。 

  ウ 申請団体等が、事業計画書に沿った管理運営を安定して行う人的能力、資産その

他経営の規模等の物的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 

 ⑵ 審査項目 

   別紙７のとおり 

 ⑶ 選定方法 

  ア 松本市公の施設指定管理者選定審議会（以下「選定審議会」という。）において、

原則として、提出された事業計画書等に基づく書類審査とプレゼンテーションによ

り審査を行うこととします。 

イ プレゼンテーションでは、提出した事業計画書等の内容を選定審議会委員に説明

し、同委員の質問に回答するものとします。 

  ウ プレゼンテーションの時間、場所等の詳細については、該当申請者に対して電子

メールで通知します。 

  エ 選定審議会では、施設の管理を行うのに最も適当と認められる団体等を選定基準

に照らし審議し、その結果に基づき最優秀団体を選定します。 

  オ 選定審議会での最優秀団体の選定結果に基づき、副市長が指定管理者の候補者を

選定し、公表します。選定結果については、申請書類を提出した申請者全員に対し

て通知します。 

  カ 指定管理者の指定は、市議会での議決を経て行います。 

 ⑷ 指定管理者の候補者の取消しと再度の選定 

   選定結果を通知した後に次のような事情が生じ、指定管理者の候補者を指定管理者

に指定することが不可能になった場合は、既に審査を行った他の団体の中に指定管理

者として適当な団体があれば、その団体を新たな候補者とすることができることとし

ます。 

  ア 指定議案が市議会で否決されたとき（なお、この場合、候補者が当該施設の管理

運営のために支出した費用について、市は補償しません。）。 

イ 市と行う協定締結に係る協議において、協定締結の合意に達しなかったとき。 

  ウ 候補者が倒産若しくは解散したとき。 

  エ 候補者の提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

  オ 申請資格がなくなったとき。 

  カ その他指定管理者として不適当と認められる事情が生じたとき。 

 

12 協定の締結 

 市と指定管理者の候補者とは、市議会における当該指定管理者の指定に係る議案の議
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決後、正式に協定を締結します。協定は、指定期間全体に係る共通の基本的事項を定め

た基本協定と当該年度の指定管理料の支払い等を定めた年度協定によるものとします。 

 

13 モニタリング 

  指定管理者による施設の適切な管理運営と市民サービスの向上を目的として、市及び

指定管理者は「モニタリングに関する要領」（別紙８）によるモニタリングを行います。 

  モニタリングの結果、指定管理者による管理運営が仕様・水準を満たしていないと認

められる場合は、市は指定管理者に対して改善要求等を行い、指定管理者はこれに従わ

なければなりません。 

  なお、このモニタリング結果に基づき、市は毎年度指定管理者の評価を行い、その結

果を公表します。 

 

14 指定管理者の指定の取消し 

  指定管理者として指定された者が次の事項に該当した場合は、指定を取り消し、又は

期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。 

 ⑴ 指定管理者の業務開始前までの期間における取消し等 

ア 取消し等となる要件 

   (ｱ) 指定管理者が倒産若しくは解散したとき。 

   (ｲ) 指定管理者の提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

   (ｳ) 申請資格がなくなったとき。 

   (ｴ) 指定管理者から指定の取消し等について申出があったとき。 

   (ｵ) その他指定管理者として不適当と認められる事情が生じたとき。 

  イ 取消し等に係る協議 

市は前記の取消しを行おうとするときは、事前にその旨を指定管理者に通知した

上で、必要な事項について協議を行います。 

  ウ 業務開始の遅延 

   前記の協議を経て、指定管理者の責に帰すべき理由により業務開始が遅延し、緊

急的に市が直接管理を行うこととなったときは、市はその費用について取消しを受

ける指定管理者に求償します。 

 ⑵ 指定期間中における取消し等 

ア 取消し等となる要件 

  (ｱ) 指定管理者が、協定書等に定める業務を履行しないとき、又は履行の見込みが

ないと市が認めたとき（不可抗力の発生による場合を除く。）。 

(ｲ) 指定管理者又はその代理人その他指定管理者の使用人等が、別紙８「松本市竜

島温泉施設の管理運営のモニタリングに関する要領」第４条及び第５条に規定す

る実施状況の確認等の執行を正当な理由なく妨げたとき、又は偽りその他不正の

行為があると市が認めたとき。 

(ｳ) 指定管理者が、協定書等に違反し、指定管理者として不適当と市が認めたとき。 
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(ｴ) 指定管理者の財務状況の悪化等により本業務の履行が著しく困難となったとき。 

(ｵ) 指定管理者が、本施設の管理運営に必要な許認可等について、監督官庁から許

認可等の取消処分又は停止処分等を受けたとき。 

(ｶ) 松本市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員が、指定管理者の経営等

に関与していることが発覚したとき。 

(ｷ) 指定管理者から指定の取消しの申出があったとき。 

(ｸ) (ｱ)から(ｶ)までに掲げるもののほか、指定管理者として不適当と市が認めたと

き。 

  イ 取消し等に係る協議 

市は前記の取消しを行おうとするときは、事前にその旨を指定管理者に通知した

上で、必要な事項について協議を行います。 

なお、この協議を経て指定管理者が指定の取消しを受けるときは、指定管理者は、

次の指定管理者が指定されるまで本業務を継続し、かつ円滑に引継ぎを行うよう努

めることとします。 

  ウ 業務の中止等 

   前記の協議を経て、指定管理者の責に帰すべき事由により、やむを得ず緊急的に

市が直接管理を行うこととなったときは、市は、その費用について取消しを受ける

指定管理者に対して求償します。 

 

15 損害賠償 

 ⑴ 指定管理者は、本業務の履行に当たり、指定管理者の責に帰すべき事由により市又

は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償することとします。 

 ⑵ 市は、指定管理者の責に帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して

賠償したときは、指定管理者に対して賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費

用を求償することがあります。 

 ⑶ 指定管理者の責に帰すべき事由による業務開始の遅延及び業務の中止に係る損害賠

償については前記 14 のとおりです。ただし、不可抗力等、市及び指定管理者双方の責

に帰すことのできない事由により、業務の継続が困難となった場合は、事業継続の可

否について両者で協議するものとし、市がやむを得ないと認めた場合は、指定の取消

しをします。 

なお、この場合においても、指定管理者は、市が指定するものに対し、円滑かつ支

障なく業務の引継ぎを行うものとします。 

 

16 市と指定管理者の責任分担 

 ⑴ リスク分担表 

   管理業務を行うに当たって想定されるリスクについての基本的な考え方は、別紙９

「松本市竜島温泉施設の指定管理に係るリスク分担表」（以下「リスク分担表」という。）

のとおりです。 
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なお、詳細は、指定管理者と協議の上、協定を締結する際に定めます。 

⑵ 保険 

   本業務の実施に当たり、市及び指定管理者が付保する保険は、仕様書によります。 

 ⑶ 連帯保証人 

  ア 指定管理者は、協定締結に当たって連帯保証人を立てることとします。連帯保証

人は、指定管理者の責に帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合に、

次の指定管理者への引継ぎが行われるまでの間、指定管理者を支援するとともに、

指定管理者の損害賠償金の支払いを保証するものとします。なお、連帯保証人は、

次の場合免除できるものとします。 

   (ｱ) 直近３期の財務指標による審査がＣ（標準）以上である場合 

   (ｲ) 指定管理者が国又は地方公共団体の外郭団体（国又は地方公共団体が２分の１以

上を出資・出えんしている団体）である場合 

   (ｳ) 指定期間を対象として、指定管理者が保険会社との間に市を被保険者とする履

行保証保険契約を締結した場合（履行保証保険により保証する額は本施設におけ

る年間の管理運営経費の２５％（３／１２か月）以上とし、別途市が指示します。 

保険契約に係る費用については、指定管理者の負担となります。） 

   (ｴ) 市の見積りによる年間管理運営経費が１００万円以下であり、かつ指定管理者

が協定を確実に履行するものと認められるとき。 

  イ 連帯保証人は前記アの内容の履行に必要な資力、能力を有するものとし、市が不

適当と認めるとき、指定管理者はその変更をしなくてはならないものとします。 

 

17 備品等の帰属 

 ⑴ 貸与備品等 

   市が購入の上貸与した備品等は、市に帰属します。指定管理者は、協定期間中貸与

備品等を常に良好な状態に保つものとします。指定管理者の責に帰すべき事由により

貸与備品等をき損し、又は滅失したときは、指定管理者が弁償することとなりますが、

経年劣化等により使用不能となった場合の取扱いは、リスク分担表のとおりとします。 

 ⑵ 購入備品等 

   指定管理者が自らの負担により購入又は調達をした備品等は、指定管理者に帰属し

ます。指定管理期間終了時には、原則として指定管理者自らの責任と費用で、撤去又

は撤収をすることとします。 

 

18 その他留意事項 

 ⑴ 申請の辞退 

   申請受付後に辞退する場合は、辞退届を提出してください。 

 ⑵ 申請に関する費用負担 

   申請に関して必要となる費用は、申請者が負担することとします。 
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 ⑶ 協定締結に係る費用負担 

   協定締結に要する費用は、指定管理者の負担とします。 

 ⑷ 行政財産の目的外使用 

   施設内に自動販売機等を設置する場合には、行政財産の目的外使用として市の許可

が必要となります。この場合に、行政財産の目的外使用に関する条例（昭和３９年条

例第２０号）の規定に基づく使用料を納付していただくことになります。 

 指定管理者以外の者が目的外使用許可の申請を行い、市の許可を受けた場合は、許

可を受けた者と指定管理者との間で、電気使用料、水道料金等の経費負担について取

り決めをします。 

 ⑸ ごみの処理について 

   施設で発生するごみは、指定管理者が責任を持って適切に処理するものとします。 

 ⑹ ネーミングライツについて 

   本施設の名称は「松本市竜島温泉施設」ですが、財源の確保や施設の魅力及び市民

サービス向上のため、ネーミングライツ（※）を導入する可能性があります。ネーミ

ングライツの導入に伴い、指定管理者が行う業務内容等に変更が生じることがありま

す。その際は、指定管理者と市は業務内容等について別途協議を行うこととします。 

  ※ ネーミングライツ：施設命名権。施設等の名称に企業名、商品名等を冠した愛称

を付与する権利 

 ⑺ 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）について 

令和５年１０月１日から導入されている消費税の適格請求書等保存方式（インボイ

ス制度）について、指定管理者においても適格請求書（インボイス）の交付や交付し

たインボイスの保存等の事務が必要となります。インボイス制度への対応など詳しい

内容については、国税庁ホームページの「インボイス制度」を確認の上で対応いただ

くとともに、市担当課と調整をしてください。 

 ⑻ 松本市公契約条例に基づく対応について 

   松本市公契約条例に基づき、初年度の業務開始時に労働環境報告書の提出が必要と

なります。また、指定管理期間中に報告書に記載した内容に変更があれば都度提出が

必要です。清掃業務など特定の業務を第三者に委託する場合は、委託先業者からも提

出を要します。 

 

19 問合せ先 

  〒390-0874 松本市大手 3 丁目 8 番 13 号 

     松本市 文化観光部 観光ブランド課 観光ブランド担当 （担当：秋山） 

     電話  ：0263-34-8307  

ＦＡＸ ：0263-34-3049 

     Ｅメール：kankou@city.matsumoto.lg.jp 


